
内部統制システムに係る基本方針 

 

 

１．取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを 

確保するための体制 

① 企業倫理規定、コンプライアンス規定をはじめとするコンプライアンス体制に係る規定

を当社および当社グループ会社(以下「当社グループ」という。)の取締役および従業員が

法令・定款および社会規範を遵守した行動をとるための行動規範とする。 

② 当社は、コンプライアンス担当取締役を任命し、その所管するコンプライアンス委員会

において、コンプライアンスの取り組みをグループ横断的に統括する。 

③ 当社の代表取締役社⾧の下に内部監査部門（リスクマネジメント委員会、コンプライア

ンス委員会、内部統制委員会および内部監査室）を設置し、当社グループの各部門の業

務執行およびコンプライアンスの状況等について監査し、その結果を、監査を実施した

当社グループ会社の代表取締役社⾧に報告するとともに、重要と判断された事項につい

ては、当社の代表取締役・取締役会・監査役会へ報告する。 

④ 当社グループにコンプライアンス上の問題が発見された場合には、速やかにコンプライ

アンス委員会に報告される体制とし、同委員会はそれ等の内容に応じ、当社の代表取締

役・経営会議・取締役会・執行役員会・監査役会等へ報告するとともに、所定の手続を

経て再発防止策を実施する。 

⑤ コンプライアンス委員会と人事部門は連携して、当社グループの取締役および従業員に

対するコンプライアンスに係わる研修・教育を行うとともに、法令上疑義ある行為等に

ついて当社グループの従業員が直接情報提供を行う手段として内部通報制度を設置・運

営する。 

 

 

２．取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理に関する体制 

当社は、取締役の職務執行に係る情報の保存および管理につき、管理部門を管掌する取締

役を統括責任者に任命し、文書管理規定および情報保護管理規則にて職務執行に係る情報を

文書または電磁的媒体に記録し、保存・管理する。 

取締役および監査役は、文書管理規定により常時これ等の文書等を閲覧できるものとする。 

また、当社グループ会社は、当社の文書管理規定、情報保護管理規則を準用し、当社と同

水準の情報管理水準を自社で維持するものとする。 



３．損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

① 当社グループの多岐にわたる事業上のリスクを組織的かつ体系的に管理するため、当社

グループのリスクマネジメント規定を制定し、リスクマネジメント委員会によりグルー

プ横断的な管理体制とし、事業損失の極小化をはかる。 

② この管理体制の下での、具体的なリスクの管理とそれへの対応は、次のとおりとする。 

(1) コンプライアンス、災害、情報セキュリティおよび輸出管理等に係るリスクについ

ては、それぞれの担当部署において、規則・ガイドラインの制定、研修の実施、マ

ニュアルの作成・配布等を行うものとし、グループ横断的なリスク状況の監視およ

び対応は、コンプライアンス委員会が行うものとする。 

(2) コンプライアンス委員会と内部監査室は、財経部門等との連携により当社グループ

のリスク管理状況を把握し、必要に応じリスクマネジメント委員会等へ報告すると

ともに、所定の手続を経てリスク管理体制の改善策および発生したリスクへの対応

策等を実施する。 

(3) 気候変動・人的資本・多様性等、サステナビリティに関連するリスクについては、

サステナビリティ推進委員会が特定・評価し、取締役会・経営会議に報告の上、リ

スクマネジメント委員会と連携してリスクへの対応を行うものとする。 

 

 

４．取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

当社グループは、以下の経営管理システムを用いて、各社が定めた職務権限・意思決定ルー

ルの下で、取締役の職務の執行の効率化をはかる。 

① 当社の経営会議による代表取締役社⾧の業務執行に係る重要な意思決定の補佐 

② 取締役会による中⾧期経営計画の策定、中期経営計画に基づく事業部門毎の業績目
標と予算の設定、IT を活用した月次・四半期業績管理の実施 

③ 取締役会および当社の執行役員会による月次業績等のレビューと改善策の実施 

尚、当社グループ会社においては、「関係会社管理・運営規定」を定め、取締役の職務の執

行の効率化をはかる。 

 

 



５．当社グループにおける業務の適正を確保するための体制 

当社グループ会社の経営状態の把握と指導および育成を推進し、当社グループの経営効率

化をはかるため「関係会社管理・運営規定」を定め、当社グループ会社の事業に関して責任

を負う取締役を任命し、法令遵守体制、リスク管理体制を構築する権限と責任を与え、コン

プライアンス委員会は財経部門、人事部門等と連携してこれらを横断的に推進し、管理する。 

 

 

６．監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項等 

当社の監査役会は、管理部門を管掌する取締役に求めて直接管理部門所属の従業員に監査

業務に必要な事項を命令することができるものとし、監査役会より監査業務に必要な命令を

受けた従業員はその命令に関して、取締役等の指揮命令を受けないものとする。 

尚、当該従業員の考課、異動等を行う際には、監査役会の事前同意を得るものとする。 

 

 

7．取締役および使用人が監査役に報告するための体制その他の監査役への 

報告に関する体制 

① 当社グループの取締役または従業員が監査役あるいは監査役会に対して、法定の事項に

加え、当社グループに重大な影響を及ぼす事項、内部監査の実施状況、内部通報制度に

よる通報状況およびその内容を速やかに報告する体制を整備する。報告の方法について

は、当社の管理部門を管掌する取締役と監査役会との協議により決定する。 

② 監査役あるいは監査役会へ報告を行なった当社グループの取締役または従業員に対し、

当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グ

ループの取締役および従業員に周知徹底する。 

 

 

８． その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

① 代表取締役以下の各取締役は、監査役の重要な会議への出席、監査役への報告等監査業

務の遂行が円滑に行われるための環境を整備するとともに、代表取締役社⾧は監査役会

との定期的な会合を持って、監査上の重要課題等について意見交換をする。 

② 監査役は、内部監査部門と連携を図り情報交換を行い、必要に応じて内部監査に立ち会

うものとする。 



③ 監査役がその職務執行について、当社に対し必要な費用の前払い等の請求をした時は、

担当部門において審議の上、当該請求に係る費用を速やかに処理するものとする。 

 

 

９．財務報告の信頼性を確保するための体制 

当社は、当社グループの財務報告の信頼性を確保するため、経営者の定めた「財務報告に

係る内部統制を実施するための基本方針」に基づいて内部統制システムを整備・運用し、内

部統制委員会を設置して、有効な内部統制の維持と改善および適正な評価を行なっていくも

のとする。 

 

 

１０．反社会的勢力の排除へ向けた対応 

当社グループは、企業倫理規定により、反社会的な勢力に対し毅然とした態度で対応し、

経済的利益等は供与しない旨を明確にし、対応部署の設定と外部専門機関との連携、反社会

的勢力に関する情報の収集と管理等に係る体制を整備して、こうした勢力との関係を遮断し、

被害を防止するものとする｡ 

以 上 


